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(57)【要約】
【課題】軽合金製板材と鋼板材との接合部に水分が進入
することに起因した電食の発生を容易かつ効果的に防止
できるようにする。
【解決手段】腐食電位の異なる２種の金属材が接着剤を
介して接合されることにより形成される異種金属材の接
合端部構造であって、上記両金属材の接合部間に設置さ
れた接着剤層１３と、上記両金属材の接合端部に沿って
設置された上記接着剤の膨出部１４，１５と、上記両金
属材の接着面および接着剤の膨出部表面以外に形成され
た電着塗膜１６とを有し、上記両金属材のうち、少なく
とも卑の腐食電位を有する金属材の接合端部近傍に位置
する電着塗膜１６の表面が上記接着剤の膨出部１４，１
５により覆われたことを特徴とする異種金属材の接合端
部構造およびその製造方法。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腐食電位の異なる２種の金属材が接着剤を介して接合されることにより形成される異種
金属材の接合端部構造であって、上記両金属材の接合部間に設置された接着剤層と、上記
両金属材の接合端部に沿って設置された上記接着剤の膨出部と、上記両金属材の接着面お
よび接着剤の膨出部表面以外に形成された電着塗膜とを有し、上記両金属材のうち、少な
くとも卑の腐食電位を有する金属材の接合端部近傍に位置する電着塗膜の表面が上記接着
剤の膨出部により覆われたことを特徴とする異種金属材の接合端部構造。
【請求項２】
　上記接着剤は、電着塗膜の焼付工程で硬化する特性を備えたことを特徴とする請求項１
に記載の異種金属材の接合端部構造。
【請求項３】
　上記接着剤は、電着塗膜の焼付工程における最高温度よりも低い温度領域で流動性を示
す粘度特性を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の異種金属材の接合端部構
造。
【請求項４】
　上記接着剤は、１４０℃の温度で１×１０４Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有することを特徴と
する請求項３記載の異種金属の接合端部構造。
【請求項５】
　上記接着剤は、１００℃の温度で１×１０３Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有することを特徴と
する請求項４記載の異種金属の接合端部構造。
【請求項６】
　上記両金属材はアルミ合金材と鋼板材との組み合わせからなることを特徴とする請求項
１～５の何れか１項に記載の異種金属材の接合端部構造。
【請求項７】
　アルミ合金材からなるルーフパネルの車幅方向および／または前後方向の端部に鋼板材
からなるレール部材が接合されたことを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の異
種金属の接合端部構造。
【請求項８】
　腐食電位の異なる２種の金属材が接着剤を介して接合された接合端部構造の製造方法で
あって、上記両金属材の接合部に接着剤層を設置するとともに該両金属材の接合端部に沿
って接着剤の膨出部を設置する接着工程と、上記両金属材の接着面および上記接着剤の膨
出部表面以外の部分に電着塗膜を形成する電着工程と、上記両金属材を加熱して電着塗膜
を焼き付ける過程で少なくとも卑の腐食電位を有する金属材の接合端部近傍に位置する電
着塗膜の表面を覆うように接着剤の膨出部を膨張させた後に該電着塗膜を焼き付けて硬化
させる焼付工程とを備えたことを特徴とする異種金属の接合端部構造の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腐食電位の異なる２種の金属材が接着剤を介して接合された異種金属材の接
合端部構造およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両等の軽量化を図るために、従来の鋼板材に代えて、アルミ合金材を用い
ることが検討されている。しかし、車両には高い安全性が求められるため、車体フレーム
等の骨格部材を高強度の鋼板材で形成するとともに、パネル部材を軽量なアルミ合金材で
形成することも考えられている。例えば、車両のルーフパネルをアルミ合金材により形成
するとともに、その車幅方向両端部において車両の前後方向に延びるルーフサイドレール
を鋼板材により形成し、これらを結合することが行われている。その結合方法には、ピア
ッシングリベット等の機械的結合手段、あるいは溶接による結合方法等がある。
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【０００３】
　上記のように鋼板とアルミ合金材等とからなる腐食電位の異なる金属材の接合構造にお
いて、両金属材が接触している場合、あるいは両者の間に形成された狭い隙間に水分が存
在している場合には、上記両金属材に電池回路が形成されて卑の腐食電位を有する金属材
に腐食（電食）が発生することが知られている。そこで、上記鋼板材とアルミ合金材との
間に電気伝導性の低い接着剤や塗膜等を介在させることにより、上記電池回路が形成され
ることに起因した電食の発生を防止することが一般的に行われている。
【０００４】
　例えば、下記特許文献１には、鋼板材とアルミ材とのクラッド材からなるレインフォー
スメントを形成し、該レインフォースメントの鋼板材側を鋼製のサイドシルインナに向け
るとともに、アルミ材側をアルミ製のサイドシルアウタに向けた状態で、抵抗溶接により
接合した車体構造が開示されている。また、下記特許文献２には、表面に塗装が施された
ジョイントパネルを介してスチール製パネルとアルミ製パネルとを機械的に接合した車両
用ルーフパネルの取付構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－１１７７２７号公報
【特許文献２】特開２００３－３４１５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に開示されているように、鋼板材とアルミ材とのクラッド材をレインフ
ォースメントとして使用した場合には、その界面近傍に水分があると、アルミ材に電食が
発生する。これを防止するために、電着塗膜を車体に形成した場合においても、長期に亘
る使用により電着塗膜が損傷することで、当該損傷部から車体の電食が発生する可能性が
ある。一方、上記特許文献２に係る発明では、スチール製パネルとアルミ製パネルとの接
合に際して、表面に塗装が施されるとともに、予め接合面に沿うように成形されたジョイ
ントパネルを別途、用意する必要があるため、製造コストがアップすることが避けられず
、また十分な強度を得ることが困難である。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、鋼板材およびアルミ合金材等か
らなる異種金属材の接合端部に錆が発生するのを簡単な構成で長期間に亘り効果的に防止
することができる異種金属材の接合端部構造およびその製造方法を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に係る発明は、腐食電位の異なる２種の金属材が接着剤を介して接合されるこ
とにより形成される異種金属材の接合端部構造であって、上記両金属材の接合部間に設置
された接着剤層と、上記両金属材の接合端部に沿って設置された上記接着剤の膨出部と、
上記両金属材の接着面および接着剤の膨出部表面以外に形成された電着塗膜とを有し、上
記両金属材のうち、少なくとも卑の腐食電位を有する金属材の接合端部近傍に位置する電
着塗膜の表面が上記接着剤の膨出部により覆われたものである。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、上記請求項１に記載の異種金属材の接合端部構造において、上
記接着剤は、電着塗膜の焼付工程で硬化する特性を備えたものである。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、上記請求項１または２に記載の異種金属材の接合端部構造にお
いて、上記接着剤は、電着塗膜の焼付工程における最高温度である硬化温度よりも低い温
度領域で流動性を示す粘度特性を備えたものである。
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【００１１】
　請求項４に係る発明は、上記請求項３に記載の異種金属材の接合端部構造において、上
記接着剤は、１４０℃の温度で１×１０４Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有するものである。
【００１２】
　請求項５に係る発明は、上記請求項４に記載の異種金属材の接合端部構造において、上
記接着剤は、１００℃の温度で１×１０３Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有するものである。
【００１３】
　請求項６に係る発明は、上記請求項１～５の何れか１項に記載の異種金属材の接合端部
構造において、上記両金属材はアルミ合金材と鋼板材との組み合わせからなるものである
。
【００１４】
　請求項７に係る発明は、上記請求項１～６の何れか１項に記載の異種金属材の接合端部
構造において、アルミ合金材からなるルーフパネルの車幅方向および／または前後方向の
端部に鋼板材からなるレール部材が接合されたものである。
【００１５】
　請求項８に係る発明は、腐食電位の異なる２種の金属材が接着剤を介して接合された接
合端部構造の製造方法であって、上記両金属材の接合部に接着剤層を設置するとともに該
両金属材の接合端部に沿って接着剤の膨出部を形成する接着工程と、上記両金属材の接着
面および上記接着剤の膨出部表面以外の部分に電着塗膜を形成する電着工程と、上記両金
属材を加熱して電着塗膜を焼き付ける過程で少なくとも卑の腐食電位を有する金属材の接
合端部近傍に位置する電着塗膜の表面を覆うように接着剤の膨出部を膨張させた後に上記
電着塗膜を焼き付けて硬化させる焼付工程とを備えたものである。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る発明では、接着剤層により接合された異種金属材の接合端部に沿った上
記接着剤の膨出部を形成し、該膨出部により上記接合端部近傍に位置する電着塗膜の表面
を覆うように構成したため、上記接着剤の膨出部の近傍に位置する電着塗膜にクラック等
が形成されるのを効果的に防止することができるとともに、上記接合端部近傍に位置する
金属材の表面を接着剤の膨出部および電着塗膜により二重に保護することができる。した
がって、上記異種金属材の接合端部が過酷な環境下に長期間に亘り曝されたとしても、電
着塗膜が損傷したり、錆が発生したりするのを効果的に防止できるという利点がある。
【００１７】
　請求項２に係る発明では、電着塗膜の焼付工程で硬化する特性を備えた接着剤により上
記接着剤層および膨出部を形成したため、該接着剤層および膨出部と上記電着塗膜とを、
その焼付工程で同時に硬化させることにより、上記異種金属材の接合端部構造を容易かつ
適正に形成できるという利点がある。
【００１８】
　請求項３に係る発明では、電着塗膜の焼付工程における最高温度よりも低い温度領域で
流動性を示す粘度特性を備えた接着剤により上記接着剤層および膨出部を形成したため、
上記電着塗膜の設置後にその端部を膨出部により覆うように接着剤やシーラを塗布する等
の繁雑な作業を要することなく、上記接着剤層、膨出部および電着塗膜の設置後に、該電
着塗膜を焼き付ける過程で上記膨出部を流動化させて効果的に膨張させることにより、上
記接合端部近傍に位置する電着塗膜の表面を上記膨出部で容易かつ適正に被覆することが
できる。
【００１９】
　請求項４に係る発明では、１４０℃の温度で１×１０４Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有する接
着剤により上記接着剤層および膨出部を形成したため、上記焼付工程で接着剤の膨出部お
よび電着塗膜が硬化する前に上記膨出部を構成する接着剤を確実に軟化させて流動化させ
ることができる。したがって、上記両金属材の接合端部に沿って設置された接着剤の膨出
部を効果的に膨張させて、上記接合端部近傍に位置する電着塗膜の表面を容易かつ適正に
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被覆することができる。
【００２０】
　請求項５に係る発明では、１００℃の温度で１×１０３Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有する接
着剤により上記接着剤層および膨出部を形成したため、上記焼付工程で接着剤の膨出部お
よび電着塗膜が硬化する前に上記膨出部を構成する接着剤を、より確実に軟化させて徐々
に流動化させることができる。したがって、上記両金属材の接合端部に沿って設置された
接着剤の膨出部を効果的に膨張させて、上記接合端部近傍に位置する電着塗膜の表面を、
さらに容易かつ適正に被覆して、これを保護することができる。
【００２１】
　請求項６に係る発明では、軽量なアルミ合金材と高強度の鋼板材とを組み合わせにより
上記接合端部を構成したため、その剛性を充分に確保しつつ、効果的に軽量化することが
できるとともに、上記アルミ合金材に白錆が発生したり、鋼板材に赤錆びが発生したりす
るのを防止できるという利点がある。
【００２２】
　請求項７に係る発明では、アルミ合金材からなるルーフパネルの車幅方向および／また
は前後方向の端部に、鋼板材からなるレール部材を接合することにより上記接合端部を構
成したため、車体の剛性を充分に確保しつつ、車両の軽量化を図ることができる。そして
、車両の走行時に様々な荷重を受けて上記接合端部に歪みが発生した場合においても、上
記アルミ合金材からなるルーフパネルに白錆が生じたり、鋼板材からなるレール部材に赤
錆びが生じたりするのを効果的に抑制できるという利点がある。
【００２３】
　請求項８に係る発明によれば、腐食電位の異なる２種の金属材の接合部に接着剤層を設
置するとともに該両金属材の接合端部に沿って接着剤の膨出部を形成する接着工程と、上
記両金属材の接着面および上記接着剤層の表面以外の部分に電着塗膜を形成する電着工程
と、上記両金属材を加熱して電着塗膜を焼き付ける過程で少なくとも卑の腐食電位を有す
る金属材の接合端部近傍に位置する電着塗膜の表面を覆うように接着剤の膨出部を膨張さ
せた後に該電着塗膜を焼き付けて硬化させる焼付工程とを備えた製造方法により、上記異
種金属材の接合端部に錆が発生するのを簡単な構成で長期間に亘り効果的に防止すること
ができる接合端部構造を容易かつ適正に製造できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る異種金属材の接合端部構造を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る異種金属材の接合端部構造の実施形態を示す断面図である。
【図３】上記接合端部構造の要部を示す拡大断面図である。
【図４】接着剤の特性を示すグラフである。
【図５】フランジのプレ加圧工程を示す説明図ある。
【図６】フランジのプレヒート工程を示す説明図である。
【図７】フランジの冷却工程を示す説明図である。
【図８】フランジのスポット溶接工程を示す説明図である。
【図９】フランジの接合点の具体的構造を示す断面図である。
【図１０】本発明の比較例に係る接合端部構造を示す図３相当図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１および図２は、本発明の実施形態に係る異種金属材の接合端部構造を有する車体の
ルーフ部を示している。該ルーフ部は、車室の上部に設けられたルーフパネル１と、その
車幅方向側端部に沿って車体の前後方向に伸びるルーフレール２とを有している。上記ル
ーフパネル１は、所定の板厚を有するアルミ合金板からなっている。上記ルーフレール２
は、亜鉛メッキ鋼板材からなるルーフレールアウタパネル３と、鋼板材からなるルーフレ
ールインナパネル４とを有している。
【００２６】
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　上記ルーフパネル１の左右側辺部には、下方に伸びる縦壁５と、その下端部から車幅方
向の外方側に向けて略水平に伸びる所定幅のフランジ６とが設けられている。また、上記
ルーフレールアウタパネル３の車幅方向内側辺部には、上下方向に伸びる縦壁７と、その
下端部から車幅方向の内方側に向けて略水平に伸びるとともに、上記ルーフパネル１のフ
ランジ６よりもやや大きい幅寸法を有するフランジ８とが設けられている。さらに、上記
ルーフレールインナパネル４の車幅方向内側辺部には、上下方向に伸びる縦壁９と、その
上端部から車幅方向の内方側に向けて略水平に伸びるとともに、上記ルーフレールアウタ
パネル３のフランジ８に対応した幅寸法を有するフランジ１０とが設けられている。
【００２７】
　上記アルミ合金板からなるルーフパネル１のフランジ６と、鋼板材からなるルーフレー
ルアウタパネル３のフランジ８およびルーフレールインナパネル４のフランジ１０とが上
下に重ね合わされた状態で、上記各フランジ６，８，１０を一体的に接合する複数個所の
溶接点１１が、各フランジ６，８，１０の端面に沿って１５ｍｍ以上１００ｍｍ以下のピ
ッチＰで設置されている。このようにして車両の前後方向に伸びるモヒカン溝１２がルー
フパネル１の左右側辺部に沿って形成されている。
【００２８】
　上記のように腐食電位が異なる２種の金属材を接合してなる接合部、具体的には上記ア
ルミ合金板からなるルーフパネル１のフランジ６と、亜鉛メッキ鋼板材からなるルーフレ
ールアウタパネル３のフランジ８との間には、熱硬化性接着剤が塗布されることにより接
着剤層１３が設置されている。また、上記ルーフパネル１のフランジ６とルーフレールア
ウタパネル３のフランジ８とを接着剤層１３で接合することにより形成された接合部の左
右両端部には、該接合端部に沿って接着剤を円弧状に盛り上げた膨出部１４，１５が形成
されている。上記接着剤層１３および膨出部１４，１５を形成する接着剤は、後述するよ
うに電着塗膜１６の焼付工程における最高温度、例えば１７０℃に設定された電着塗膜１
６の硬化温度よりも低い温度領域で充分な流動性を示すエポキシ系接着剤等からなってい
る。
【００２９】
　上記接着剤層１３が配設されたルーフパネル１のフランジ６とルーフレールアウタパネ
ル３のフランジ８との相対向面（接着面）および上記接着剤の膨出部１４，１５の表面を
除くルーフパネル１およびルーフレール２の各部表面には、電着塗膜１６が形成されてい
る。また、上記ルーフパネル１のフランジ６とルーフレールアウタパネル３のフランジ８
との接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面が、上記接着剤の膨出部１４，１５によ
り覆われている。ここで、接着剤の膨出部１４，１５の表面に電着塗膜１６が形成されて
いないのは、その接着剤の電気伝導率が低いためである。また、このように接着剤の膨出
部１４，１５の表面に電着塗膜１６が形成されないようにすることで、接着剤の膨出部１
４，１５の表面に電着塗膜１６が形成されている場合に発生する不具合、つまり接着剤表
面上の電着塗膜１６に発生するクラックや剥離が両金属表面の電着塗膜１６に進展、拡大
するのを未然に防止することができる。
【００３０】
　具体的には、図３に示すように、上記ルーフパネル１の縦壁５の車幅方向内方側壁面に
形成された電着塗膜１６の下端部と、上記ルーフレールアウタパネル３のフランジ８の車
幅方向内方側部上面に形成された電着塗膜１６の外端部とが、上記接着剤層１３の車幅方
向内端部側に形成された接着剤の膨出部１４によりそれぞれ覆われている。また、図２に
示すように、上記ルーフパネル１のフランジ６の車幅方向外側端面に形成された電着塗膜
１６の下端部と、上記ルーフレールアウタパネル３の縦壁７の車幅方向内方側壁面に形成
された電着塗膜１６の下端部とが、上記接着剤層１３の車幅方向外端部側に形成された上
記接着剤の膨出部１５によりそれぞれ覆われている。
【００３１】
　上記アルミ合金板からなるルーフパネル１のフランジ６と、ルーフレール２を構成する
亜鉛メッキ鋼板材からなるルーフレールアウタパネル３のフランジ８とを接合した異種金



(7) JP 2012-144213 A 2012.8.2

10

20

30

40

50

属材の接合端部の製造方法について以下に説明する。
【００３２】
　上記接合端部の製造方法は、ルーフパネル１のフランジ６とルーフレールアウタパネル
３のフランジ８との間に接着剤層１３を設置する接着工程（１）と、上記フランジ６，８
，１０に溶接点１１を形成する溶接工程（２）と、ルーフパネル１およびルーフレール２
の表面に上記電着塗膜１６を形成する電着工程（３）と、ルーフパネル１およびルーフレ
ール２等を所定温度に加熱することにより上記電着塗膜１６を焼き付けて硬化させる焼付
工程（４）とを有している。
【００３３】
　（１）接着工程
　図３に示すように、アルミ合金板からなるルーフパネル１のフランジ６と上記ルーフレ
ールアウタパネル３のフランジ８との間に接着剤を介在させることにより接着剤層１３を
形成する。また、上記ルーフパネル１のフランジ６とルーフレールアウタパネル３のフラ
ンジ８との接合端部に沿って接着剤を厚塗りするとともに、アルミ合金板からなるルーフ
パネル１のフランジ６と上記ルーフレールアウタパネル３のフランジ８とを上下から挟持
して両フランジ６，８間の接着剤を上記接合端部の外方へ流出させることにより、該接合
端部に沿って接着剤が円弧状に盛り上げられた膨出部１４，１５を形成する（図３の破線
参照）。
【００３４】
　上記接着剤層１３および膨出部１４，１５を形成する接着剤としては、電着塗膜１６の
焼付工程における最高温度（１７０℃）よりも低い温度領域で顕著な流動性を示すように
粘度特性が設定された熱硬化性接着剤が使用される。例えば、図４の実線Ａに示すように
、上記焼付工程度の加熱初期に温度が６５℃程度に上昇するまでは顕著な粘度変化が見ら
れず、７０°～１１０℃の温度領域で粘度が一時的に低下するとともに、１５０℃～１７
０℃の温度領域で粘度が急激に上昇して硬化する特性を備えた接着剤が使用される。また
、１００℃の温度で１×１０３Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有するとともに、１４０℃の温度で
１×１０４Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有する接着剤を使用することが望ましい。なお、従来の
接着剤は、図４の破線Ｂに示すように、上記焼付工程の加熱初期に４０℃程度の温度で一
時的に粘度が低下し、その後に温度が上昇するのに略比例して粘度が次第に高くなり、１
５０℃～１７０℃の温度領域で硬化するような特性を有するものが一般的に使用される。
【００３５】
　上記接着工程（１）後に施される溶接工程（２）は、下記のようにプレ加圧工程（２－
１）と、プレヒート工程（２－２）と、冷却工程（２－３）と、スポット溶接工程（２－
４）とを有している。
【００３６】
　（２－１）プレ加圧工程
　上記接着剤が塗布されたルーフパネル１のフランジ６と上記ルーフレールアウタパネル
３のフランジ８と、上記ルーフレールインナパネルのフランジ１０とが重ねられた三枚の
フランジ６，８，１０を、図５に示すように、上下一対のスポット溶接用電極２０，２１
で挟持することにより、予め定められたプレ加圧力Ｆ０を付与する。なお、上記フランジ
６，８間に位置する接着剤は、その図示を省略しているが、上記加圧部の側方に押しやら
れた状態となる。
【００３７】
　上記電極２０，２１は、図外の作業ロボットにより操作される接合ガンの先端に取り付
けられている。また、上記電極２０，２１は、図外の電力供給装置に接続されるとともに
、該電極２０，２１の少なくとも一方がその軸方向に駆動されることにより、両電極２０
，２１の設置間隔が所定範囲内で変更可能に構成されている。
【００３８】
　（２－２）プレヒート工程
　次に、図６に示すように、上記一対の電極２０，２１によりフランジ６，８，１０を加
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圧しつつ通電するプレヒート工程の作業を行う。具体的には、上記電極２０，２１により
フランジ６，８，１０を挟持しつつ、図外の電力供給装置から上記電極２０，２１に所定
の電圧を印加して、予め定められた第１の電流値Ｉ１を通電する。
【００３９】
　該プレヒート工程でフランジ６，８，１０を加圧する際には、まず同工程の開始時にお
ける加圧力を、上記プレ加圧工程での加圧力Ｆ０と同じか、もしくはこれよりも小さい値
である第１の加圧力Ｆ１に設定した後、プレヒート工程の終了時点まで上記第１の加圧力
Ｆ１を維持してもよく、あるいはプレヒート工程の途中で上記第１の加圧力Ｆ１から後述
の第２の加圧力Ｆ２（冷却工程および溶接工程の加圧力）に増大させるように構成しても
よい。
【００４０】
　また、上記プレヒート工程で通電される第１の電流値Ｉ１は、溶接用の電流値（後述す
るスポット溶接工程で通電される第２の電流値Ｉ２）よりも小さい値、例えば２ｋＡに設
定される。上記第１の電流値Ｉ１が流されたときに、フランジ６，８，１０は金属母材の
溶融点未満の温度に上昇して軟化することにより、上記電極２０，２１で加圧した部分が
密着して接触抵抗が低減される。なお、上記第１の電流値Ｉ１を流す期間の好ましい範囲
は、約１５０～４００ｍｓｅｃである。
【００４１】
　（２－４）冷却工程
　次に、図７に示すように、上記電極２０，２１間の通電を停止した状態で、フランジ６
，８，１０を加圧しつつ冷却することにより電気伝導性を高めるようにする。具体的には
、上記電極２０，２１に対する電圧の印加を停止した状態で、上記第１の加圧力Ｆ１（プ
レヒート工程開始時の加圧力）よりも大きい第２の加圧力Ｆ２でフランジ６，８，１０を
加圧し、この状態を所定の冷却時間に亘って維持する。
【００４２】
　すなわち、上記電極２０，２１間の通電が停止されることにより、フランジ６，８，１
０の温度が上記プレヒート工程の終了時点よりも低下して電気抵抗が低減されるとともに
、上記電極２０，２１の加圧力が増大されることにより、上記フランジ６，８，１０が強
固に密着した状態となる。なお、上記冷却時間は、約３００～１５００ｍｓｅｃの範囲に
設定することが好ましい。
【００４３】
　（２－５）スポット溶接工程
　次に、図８に示すように、上記フランジ６，８，１０を冷却工程における加圧力Ｆ２と
同程度の圧力で加圧しつつ、上記プレヒート工程における電流値Ｉ１よりも大きい第２の
電流値Ｉ２を通電する。該第２の電流値Ｉ２は、上記フランジ６，８，１０を構成する金
属母材を溶融させ得るような値に設定され、上記電極２０，２１に挟まれた部分において
、各フランジ６，８，１０の境界面付近が特に高温状態となって溶融する。ただし、上記
第２の電流値Ｉ２を過度に高くすると、溶融した金属母材が周囲に飛散するチリ（散り）
と呼ばれる現象が発生し易いため、上記第２の電流値Ｉ２は、溶融させた異種金属を確実
に接合してその接合強度を確保しつつ、上記チリの発生を抑制し得る値（例えば１４ｋＡ
前後）に設定することが望ましい。なお、上記第２の電流値Ｉ２の通電期間の好適範囲は
、約１５０～４００ｍｓｅｃである。
【００４４】
　上記第２の電流値Ｉ２の通電が終了すると、各フランジ６，８，１０の溶接点１１が再
凝固し、図９に示すようなナゲット部Ｍ１，Ｍ２が形成される。すなわち、上記アルミ合
金板からなるルーフパネル１のフランジ６と、亜鉛めっき鋼板材からなるルーフレールア
ウタパネル３のフランジ８との接触部にナゲット部Ｍ１が形成されるとともに、上記ルー
フレールアウタパネル３のフランジ８と鋼板材からなるルーフレールインナパネル４のフ
ランジ１０との間にもナゲット部Ｍ２が形成され、これらのナゲット部Ｍ１，Ｍ２を介し
て上記フランジ６，８，１０が互いに接合されることになる。
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【００４５】
　上記ナゲット部Ｍ１は、上記第２の電流値Ｉ２の通電による抵抗発熱を受けて、アルミ
合金板からなる上記フランジ６が部分的に溶融するとともに、上記ルーフレールアウタパ
ネル３のフランジ８の表面に形成された亜鉛めっき層が破壊（拡散）され、フランジ６，
８の新生面同士が接触して原子的に結合することにより生じたものである。なお、上記ア
ルミ合金板からなるフランジ６は、亜鉛めっき鋼板材からなるフランジ８よりも溶融点が
低いため、上記ナゲット部Ｍ１の形成時に亜鉛めっき鋼板材からなるフランジ８はほとん
ど溶融せず、主として上記アルミ合金板からなるフランジ６が溶融状態となる。
【００４６】
　一方、上記ナゲット部Ｍ２は、第２の電流値Ｉ２の通電により、亜鉛めっき鋼板材から
なるルーフレールアウタパネル３のフランジ８と、鋼板材からなるルーフレールインナパ
ネル４のフランジ１０とがそれぞれ溶融して再凝固したものである。
【００４７】
　また、上記スポット溶接工程で大電流が通電されて高温に加熱されることにより、上記
溶接点１１の近傍でアルミ合金板からなるルーフパネル１のフランジ６が大きく熱膨張し
て反りが発生し、これに応じて接着剤層１３の設置部となる離間部が上記フランジ６と上
記ルーフレールアウタパネル３のフランジ８との間に形成されることになる。
【００４８】
　（３）電着工程
　上記スポット溶接工程でフランジ６，８，１０が互いに接合されることにより形成され
た異種金属材の接合体を電着液槽装置に搬送し、図２および図３に示すように上記接着剤
層１３が設置されたルーフパネル１のフランジ６およびルーフレールアウタパネル３のフ
ランジ８の相対向面からなる接着面および接着剤を盛り上げてなる上記膨出部１４，１５
の表面以外の部分、つまり上記ルーフパネル１、ルーフレールアウタパネル３およびルー
フレールインナパネル４の本体部表面に電着塗膜１６を形成する。
【００４９】
　（４）焼付工程
　上記電着塗膜１６を加熱して焼き付ける焼付工程で、その温度が例えば６０℃以上にな
った時点で、上記接着剤層１３および膨出部１４，１５を構成する接着剤が流動状態とな
り、図３の破線で示す状態から実線で示す状態へと熱膨張する。この結果、上記接着剤層
１３により接合されたルーフパネル１のフランジ６と、ルーフレールアウタパネル３のフ
ランジ８とからなる両金属材の接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面が、上記接着
剤の膨出部１４，１５により覆われることになる。その後、上記加熱温度がさらに上昇し
て例えば１７０℃以上になった時点で、上記電着塗膜１６が焼き付けられて硬化する。
【００５０】
　また、上記電着塗膜１６の焼付工程の終了後に、該フランジ部に塗装シーラを塗布した
後、塗料の中塗り工程および上塗り工程に車体が搬送され、該車体表面に中塗り塗装およ
び上塗り塗装が順次、施される。
【００５１】
　上記のようにアルミ合金板からなるルーフパネル１のフランジ６および亜鉛めっき鋼板
材からなるルーフレールアウタパネル３のフランジ８の接合部間に設置された接着剤層１
３と、上記両金属材の接合端部に沿って形成された接着剤の膨出部１４，１５とを有する
異種金属体の接合端部構造において、上記両金属材の接着面および膨出部１４，１５の表
面以外の部分に電着塗膜１６を形成した後、該電着塗膜１６の焼付工程における最高温度
よりも低い温度領域で上記膨出部１４，１５を構成する接着剤を流動化させて膨張させる
ことにより、該膨出部１４，１５との境界部分に位置する電着塗膜１６の表面を被覆して
なる本発明例と、図１０に示すように、接着剤の膨出部１４ａ等との境界部に位置する電
着塗膜１６ａを該膨出部１４ａ，１５ａにより覆うことなく、両者を相隣接させた状態で
設置してなる比較例とにおいて、錆の発生を確認するために行った試験の結果について以
下に説明する。
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【００５２】
　すなわち、本発明例に係る接合端部構造と比較例に係る接合端部構造とを、２５℃～３
５℃の雰囲気温度で５％の塩濃度を有する塩水を噴霧する環境下に１時間以上に亘って置
く塩水噴霧試験と、４０℃～６０℃の雰囲気温度で２０％～４０％の湿度雰囲気下に１時
間以上に亘って置く乾燥試験と、４０℃～６０℃の雰囲気温度で９５％以上の湿度雰囲気
下に１時間以上に亘って置く湿潤試験と、２０℃～３０℃の雰囲気温度で６０％～７０％
の湿度雰囲気下に１時間以上に亘って置く冷気送風試験とを組み合わせた複合サイクル試
験を２～３ヶ月の間、行った。その後に錆の発生状態を確認したところ、上記比較例に係
る接合端部構造では、接着剤の膨出部１４ａ等の近傍に位置する電着塗膜１６ａにクラッ
クが生成され、該クラックの生成部において、アルミ合金板からなるルーフパネル１に白
錆が発生するとともに、亜鉛めっき鋼板材からなるルーフレールアウタパネル３に赤錆が
発生したことが確認された。これに対して本発明に係る接合端部構造では、上記接着剤の
膨出部１４，１５の近傍に位置する電着塗膜１６にクラック等が形成されず、かつ白錆お
よび赤錆の発生も確認されなかった。
【００５３】
　上記のように腐食電位の異なる２種の金属材が接着剤を介して接合されることにより形
成される異種金属材の接合端部構造において、上記両金属材の接合部間に接着剤層１３を
設置するとともに、上記両金属材の接合端部に沿って接着剤を盛り上げることにより接着
剤の膨出部１４，１５を形成し、かつ上記両金属材の接着面および接着剤の膨出部１４，
１５の表面以外に電着塗膜１６を形成するとともに、上記接合端部近傍に位置する電着塗
膜１６の表面を上記接着剤の膨出部１４，１５により覆うように構成したため、上記異種
金属材の接合端部に錆が発生するのを簡単な構成で長期間に亘り効果的に防止できるとい
う利点がある。
【００５４】
　すなわち、上記実施形態では、アルミ合金材製のルーフパネル１の車幅方向左右両側端
部に鋼板材製のルーフレールアウタパネル３からなるレール部材が接合された異種金属材
の接合端部構造において、熱硬化性接着剤からなる接着剤層１３により接合されたルーフ
パネル１のフランジ６とルーフレールアウタパネル３のフランジ８との接合端部に沿って
接着剤を盛り上げた膨出部１４，１５を形成し、該接着剤の膨出部１４，１５により上記
接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面を覆うように構成したため、該接着剤の膨出
部１４，１５の近傍に位置する電着塗膜１６にクラック等が形成されるのを効果的に防止
することができるとともに、上記接合端部近傍に位置する金属材の表面を接着剤の膨出部
１４，１５および電着塗膜１６により二重に保護することができる。したがって、上記異
種金属材の接合端部が過酷な環境下に長期間に亘り曝されたとしても、電着塗膜１６が損
傷したり、錆が発生したりするのを効果的に防止できるという利点がある。
【００５５】
　また、上記実施形態に示すように、電着塗膜１６の焼付工程で硬化する特性を備えた接
着剤により上記接着剤層１３および膨出部１４，１５を形成した場合には、該接着剤層１
３、膨出部１４，１５および上記電着塗膜１６を、その焼付工程で同時に硬化させること
ができるため、上記の構成を有する異種金属材の接合端部構造を容易かつ適正に形成する
ことができるという利点がある。
【００５６】
　さらに、上記実施形態に示すように、電着塗膜１６の焼付工程における最高温度よりも
低い温度領域で流動性を示す粘度特性を備えた接着剤により上記接着剤層１３および膨出
部１４，１５を形成した場合には、上記電着塗膜１６の設置後にその端部を膨出部１４，
１５により覆うように接着剤やシーラを設置する等の繁雑な作業を要することなく、上記
接着剤層１３、膨出部１４，１５および電着塗膜１６の設置後に、該電着塗膜１６を焼き
付ける過程で上記膨出部１４，１５を流動化させて効果的に膨張させることができるため
、該膨出部１４，１５により上記接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面を容易かつ
適正に被覆することができる。
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【００５７】
　例えば、上記実施形態では、１４０℃の温度で１×１０４Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有する
とともに、１００℃の温度で１×１０３Ｐａ・Ｓ以下の粘度を有する接着剤により上記接
着剤層１３および膨出部１４，１５を形成したため、上記焼付工程で該膨出部１４，１５
および電着塗膜１６が硬化する前に上記膨出部１４，１５を構成する接着剤を確実に軟化
させて徐々に流動化させることができる。したがって、上記両金属材の接合端部に沿って
設置された接着剤の膨出部１４，１５をその焼付過程で効果的に膨張させることにより、
上記接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面を容易かつ適正に被覆して保護すること
ができる。
【００５８】
　なお、上記実施形態では、ルーフパネル１を構成するアルミ合金材およびルーフレール
アウタパネル３を構成する鋼板材の接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面を上記接
着剤の膨出部１４，１５によりそれぞれ被覆した例について説明したが、これに限られず
、少なくとも卑の腐食電位を有する金属材の接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面
を上記接着剤の膨出部１４，１５により被覆した構造、つまり上記鋼板材に比べてイオン
化傾向が大きく、酸化され易い性質を有するアルミ合金材等の接合端部近傍に位置する電
着塗膜１６の表面のみを、接着剤の膨出部１４，１５により被覆した構造としてもよい。
【００５９】
　また、本発明は、上記アルミ合金材および鋼板材に限らず、腐食電位の異なる２種の金
属材を接着剤で接合した構造について広く適用可能であるが、上記のように軽量なアルミ
合金材と高強度の鋼板材とを組み合わせからなる接合端部構造に本発明を適用した場合に
は、その剛性を充分に確保しつつ、効果的に軽量化することができるとともに、上記アル
ミ合金材に白錆が発生したり、鋼板材に赤錆びが発生したりするのを抑制できるという利
点がある。
【００６０】
　さらに、上記実施形態に示すように、アルミ合金材からなるルーフパネル１と、その車
幅方向端部に設けられた鋼板材からなるレール部材、つまりルーフレールアウタパネル３
との接合端部に上記構成を採用した場合には、車体の剛性を充分に確保しつつ、車両の軽
量化を図ることができる。そして、車両の走行時に様々な荷重を受けて上記接合端部に歪
みが発生した場合においても、上記アルミ合金材からなるルーフパネル１に白錆が生じた
り、鋼板材からなるレール部材に赤錆びが生じたりするのを効果的に抑制できるという利
点がある。なお、上記構成に代え、あるいは上記構成とともに、アルミ合金材からなるル
ーフパネル１の前後両端部に、鋼板材製のフロントヘッダおよびリヤヘッダ等からなるレ
ール部材を接合してなる接合端部構造に本発明を適用した場合においても、上記実施形態
と同様の効果を奏することができる。
【００６１】
　また、上記のように腐食電位の異なる２種の金属材の接合部に接着剤層１３を設置する
とともに該両金属材の接合端部に沿って接着剤の膨出部１４，１５を設置する接着工程と
、上記両金属材の接着面および上記接着剤層の表面以外の部分に電着塗膜１６を形成する
電着工程と、上記両金属材を加熱して電着塗膜１６を焼き付ける過程で少なくとも卑の腐
食電位を有する金属材の接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面を覆うように上記接
着剤の膨出部１４，１５を膨張させた後に該電着塗膜１６を焼き付けて硬化させる焼付工
程とを備えた異種金属材の接合端部構造の製造方法によれば、上記電着塗膜１６の設置後
に、上記接合端部近傍に位置する電着塗膜１６を膨出部１４，１５により覆うように接着
剤やシーラを塗布する等の繁雑な作業を要することなく、上記接着剤層１３および膨出部
１４，１５と電着塗膜１６とを設置した後に、該電着塗膜１６を焼き付ける過程で上記膨
出部１４，１５により上記接合端部近傍に位置する電着塗膜１６の表面を適正に被覆する
ことができるため、上記異種金属材の接合端部に錆が発生するのを簡単な構成で長期間に
亘り効果的に防止することができる接合端部構造を容易に製造できるという利点がある。
【００６２】
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　なお、上記実施形態では、アルミ合金板からなるルーフパネル１のフランジ６と、鋼板
材からなるルーフレールアウタパネル３のフランジ８とを接着剤層１３で接合するととも
に、該接合部にスポット溶接を施すことにより溶接点１１を形成した例について説明した
が、該溶接点１１を省略した構造としてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
　１　ルーフパネル
　２　ルーフレール（レール部材）
　３　ルーフレールアウタパネル
　１３　接着剤層
　１４，１５　膨出部
　１６　電着塗膜

【図１】 【図２】
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